
Ⅰ 最近の水道行政の動向について 

 

１．地方分権について 

 
①委員会勧告と閣議決定の関係 

 地方分権改革推進委員会の勧告を受け、平成 21年 12月 15日に「地方分権改

革推進計画」、平成 22年６月 22日に「地域主権戦略大綱」が閣議決定されてい

る。 

 それぞれの閣議決定を受けて地域主権一括法の第１弾が５月２日に、第２弾

が８月 30日に公布された。 

 
 
②地方分権改革推進計画関係の対応 
  
地方分権改革推進計画を受け、水道法施行規則の改正を行った。 
 
水道事業者が地方公共団体である場合には、  
・水道事業経営を必要とする理由を記載した書類  
・水道事業経営に関する意志決定を証する書類  
の提出を不要とした。  
 
また、水道事業が他の水道事業を全部譲り受ける場合の提出資料の簡素化の対

象を、全ての地方公共団体に拡大した。 
これにより、譲り受けの認可の際の提出書類は、 
・市町村の同意（市町村以外の際のみ）  
・給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと、給水区域を明らかに

する書類等  
・水道施設の位置を明らかにする地図  
のみとなった。  
 

さらに、軽微な変更の該当する要件である、給水人口の増加の基準である 5000

人については、廃止し、１％については 10％に緩和したとともに、給水量の増

加の基準である 2500m3については、廃止し、１％については 10％に緩和した。 

加えて、取水地点の変更については、河川改修に伴う取水地点の変更等、水源

水質に大きな変化がないと認められる場合には軽微な変更とした。対象は河川

水の場合である。 

他にも上記に伴う所要の改正を行い、10 月３日に公布、即日施行とした。円滑

な施行に協力をお願いする。 

 

③地域主権戦略大綱関係の対応 

 
地域主権戦略大綱を受け、水道法の改正を行った。 
 



水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者の配置に関する基準

及び監督業務を行う技術者の資格に関する基準を、水道事業等を営む地方公共

団体が制定する条例に委任した。水道法施行令第４条を参酌し、各地方公共団

体において条例の制定をお願いする。 
また、水道技術管理者の資格に関する基準（法 19 条第３項）についても、水道

事業等を営む地方公共団体が制定する条例に委任した。水道法施行令第６条を

参酌し、各地方公共団体において条例の制定をお願いする。 
以上の改正は、平成 24年４月１日から施行とした。 

 
都道府県知事が処理している、保健所設置市を除くすべての市における専用水

道の給水開始の届出受理等について、すべての市へ移譲した。 
また、都道府県知事が処理している、保健所設置市を除くすべての市における

簡易専用水道の給水停止命令並びに報告の徴収及び立入検査についても、すべ

ての市へ移譲した。 
なお、町村の専用水道及び簡易専用水道についての事務については、従前どお

り都道府県知事が処理する。 
以上の改正は、平成 25年４月１日から施行とした。 

 
これら水道法改正についても、円滑な施行に協力をお願いする。 
 
④一括交付金関係の対応 
 市町村分の投資補助金については、平成 24 年度以降に一括交付金化を導入す

ることとなっており、水道施設整備費についても今後の予算編成過程の中で十

分に議論を重ね、その方針を決定する。 

 ※都道府県分の水道施設整備費は平成 23 年度から一括交付金化されている。 
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地方分権改革推進計画 
（平成21年12月15日閣議決定） 

地域主権戦略大綱 
（平成22年６月22日閣議決定） 

地方分権改革推進委員会 
第1次～第4次 勧告 
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委員会勧告と閣議決定の関係について 

地域主権一括法案第２弾 
（平成23年８月30日成立） 

地域主権一括法案第１弾 
（平成23年５月２日成立） 

 

●水道事業者が地方公共団体である場合には、 

・水道事業経営を必要とする理由を記載した書類 

・水道事業経営に関する意志決定を証する書類 
の提出を不要とする。 
 

●水道事業者が地方公共団体で、当該水道事業が他の水道事
業を全部譲り受ける場合には、規則第１条の２第１項にかかわら
ず、 

 ・市町村の同意（市町村以外の際のみ） 
・給水区域が他の水道事業の給水区域と重複しないこと、給水
区域を明らかにする書類等 

・水道施設の位置を明らかにする地図 
を申請書の添付書類とする。 

事業認可申請書類の簡素化（水道法施行規則関係） 
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地方分権改革推進計画への対応① 



●水道施設の整備を伴わない変更のうち、給水区域の拡張又は給
水人口若しくは給水量の増加に係る変更について以下のいずれに
も該当しない場合は軽微な変更とする。 
 変更後の給水区域が他の水道事業の給水区域と重複するもの 

 変更後の給水人口と認可給水人口との差が認可給水人口の
1/10を超えるもの（現在は1/100） 
 変更後の給水量と認可給水量との差が認可給水量の1/10を超
えるもの（現在は1/100） 

 

●取水地点の変更については、河川改修に伴う取水地点の変更等、
水源水質に大きな変化がないと認められる場合には軽微な変更と
する。（対象は河川水の場合。） 

軽微変更の範囲の拡大（水道法施行規則関係） 

3 

地方分権改革推進計画への対応② 

平成23年10月３日公布、即日施行 

 

●水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う
者の配置に関する基準及び監督業務を行う技術者の資格
に関する基準を、条例（制定主体は水道事業等を営む地方
公共団体）に委任する。なお、条例制定の基準については、
「参酌すべき基準」とする。 

 
●水道技術管理者の資格に関する基準（法19 条第３項）を、

条例（制定主体は水道事業等を営む地方公共団体）に委任
する。なお、条例制定の基準については、「参酌すべき基
準」とする。 

 

4 

義務付け・枠付けの見直し（水道法関係） 

地域主権戦略大綱への対応① 

平成24年４月１日施行 



 

●都道府県知事並びに保健所設置市及び特別区の長が処理
している専用水道の給水開始の届出受理等（水道法（昭32 
法177）34 条１項）について、すべての市へ移譲する。 

 

●都道府県知事並びに保健所設置市及び特別区の長が処理
している簡易専用水道の給水停止命令並びに報告の徴収
及び立入検査については、すべての市へ移譲する。 
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権限移譲（水道法関係） 

地域主権戦略大綱への対応② 

平成25年４月１日施行 

平成２４年度概算要求については、従前の通り、補助金として要求したところ 
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一括交付金化について 

区分 
 

平成23年度 
予算額 

平成24年度 
概算要求額 

うち、 
復旧･復興枠 

対前年度 
増△減額 

対前年度 
比率(%) 

水道施設整備費 ４１,６４４ １６０,７２０ １２５,０４４ １１９,０７６ 385.9 

簡易水道 １６,８９８ ２４,３８１ ６,７２８ ７,４８３ 144.3 

上水道 ２４,７０７  ３０,９９０  １３,４１２  ６,２８３  125.4 

指導監督事務費 － ５８ ０ ５８ － 

補助率差額 ６ ５ ０ △１ 90.0 

調査費 ３３ ３６  ４ ３ 107.8 

災害復旧費 ０ １０５,２５０ １０４,９００ １０５,２５０ 皆増 

（東日本大震災の復旧費を除いた場合） 
 

水道施設整備費 
４１,６４４ ５５,８１６ ２０,１４０ １４,１７２ 134.0 

注）：厚生労働省、内閣府（沖縄）、国土交通省（北海道、離島・奄美、水資源機構）計上分の総計 

（単位：百万円） 

（都道府県分の水道施設整備費は平成23年度から一括交付金化  別添参照） 



 客観的指標に基づく恣意性 
 のない配分の導入 
   （継続事業に配慮し、客観的 
 指標による配分は、初年度は 
 １割程度。その後、順次拡大。） 

配分額の通知 ① 

自由な事業選択 ② 

③ 

 左記の事業を、各府省の枠    
   にとらわれず、自由に選択 

各府省に移し替えて交付 

○ 「ひも付き補助金」を段階的に廃止し、地域の自由裁量を拡大するための「地域自主 
  戦略交付金」等を創設。 
○ 平成23年度は、第一段階として都道府県分を対象に、投資補助金の一括交付金化 
  を実施。 

地 

方 

公 

共 

団 

体 

・学校施設環境改善交付金の一部 

                （文部科学省）  

・工業用水道事業費補助（経済産業省）        

・自然環境整備交付金の一部（環境省） 

・環境保全施設整備費補助金（環境省） 

・消防防災施設整備費補助金（総務省） 

 

 

 

・地域自主戦略交付金 （注） 

          ４，７９９ 億円 
 
   

・沖縄振興自主戦略交付金   
            ３２１億円 交 付 

・社会資本整備総合交付金の一部 

                （国土交通省） 

・農山漁村地域整備交付金の一部 

                （農林水産省） 

・水道施設整備費補助   （厚生労働省） 

・交通安全施設整備費補助金の一部   

                   （警察庁）     

               

 

内閣府 

＜スキーム＞ 

（注）このうち、北海道分２６９億円程度、離島分１０３億円程度、奄美分３３億円程度。 
  なお、金額は配分予定額の一部。使途は、他地域と同様、地域自主戦略交付金の対象事業の全てである。 

＜対象事業＞ 

 地域自主戦略交付金等           
          ５,１２０億円 

地域自主戦略交付金  平成23年度予算額 5,120億円 

別添 
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